
 

 記者発表資料（６）                      福 島 市  
 

令和３年１２月２２日 

 

「新たな産業未来ビジョンふくしま」ほか１計画 
～パブリック・コメント実施～ 

 

施策等に関する下記計画について素案が取りまとまりましたので、市民の多様な意見を

十分考慮した上で最終的に決定するためのパブリック・コメントを実施します。 
 

記 
 

１ パブリック・コメント対象案件 

№ 計画・プラン名 担当課 

1 新たな産業未来ビジョンふくしま 

～未来を創る強靭な産業の育成に向けて～ 
商工業振興課 

2 第２期 福島市空家等対策計画 

～空き家の活用で地域活性化に取り組みます～ 住宅政策課 

※各計画の内容、特徴等については別紙のとおり 

２ 意見の提出期間 

令和３年１２月２２日（水）から令和４年１月２１日（金） 

３ 素案の閲覧方法 

①市ホームページ 

②閲覧場所：各担当課、広聴広報課、市民情報室、各支所・茂庭・大波出張所、各学習

センター、市民活動サポートセンター、西口行政サービスコーナー、アク

ティブシニアセンター・アオウゼ、こむこむ館、市立図書館、男女共同参

画センター 

 

４ 意見の提出方法 

  ①市ホームページから専用フォームで 

②上記素案の閲覧場所に備え付けの用紙に必要事項を記入し、持参か専用の封筒で郵送 

またはファクスで 

５ 意見を提出できる方 

①本市に住所を有する方  

②本市に事務所又は事業所を有する方 

③本市に存する事務所又は事業所に勤務する方 

④本市に存する学校に在学する方 

⑤その他パブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する方 

６ その他 

  いただいたご意見とそれに対する市の考え方については後日公表いたします。 

担当：広聴広報課 

課長 清野 主任 佐藤 

電話 024-563-7488（直通） 

cho 



№１  
令和３年１２月２２日  

新たな産業未来ビジョンふくしま 

～未来を創る強靭な産業の育成に向けて～ 

商工観光部 商工業振興課 

目指す姿 
産業が発展することで「しごと」が「ひと」を呼び、 
「ひと」が「まち」を育て、「まち」が「みらい」を創る 
“強靭な産業の育成”を目指します 

計画の期間 令和４年度 ～ 令和７年度（４年間） 

ポイント 

ポイント① 「創業支援」の充実 

・創業や新規事業に取り組みやすい環境づくりを推進 

・新たな時代のニーズに合った新産業の創出と新事業への挑戦を支援 

・若手経営者の創業や起業を伴走型で支援 

ポイント② 「デジタル化」を促進 

・ポストコロナへ対応したデジタル技術を活用した生産体制を支援 

・新たなビジネス拠点を活用した交流を推進 

・新しい価値を創出するなどＤＸを支援 

ポイント③ 「働く女性」を支援 

・働く女性が能力を発揮できる社会づくりを推進 

・若い世代の女性の雇用や女性の創業や起業を支援 

・子育てしながら仕事ができる働き方を推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意見提出期間 令和３年１２月２２日（水） ～ 令和４年１月２１日（金） 

備  考    

 
担当：商工業振興課 工業振興係 

課長 尾形 係長 石田  

電話 024-525-3721（直通） 



№２  
令和３年１２月２２日 

  

第２期 福島市空家等対策計画 
～空き家の活用で地域活性化に取り組みます～ 

 都市政策部    住宅政策課  

目指す姿 
 空き家の適正管理を推進し、流通・利活用を促進する
ことにより、安心安全なまちづくりと地域の活性化を目
指します。 

計画の期間 令和４年度 ～ 令和８年度（５年間） 

ポイント 

 

  流通・利活用の促進 

 ・空き家バンクの認知度向上と利用促進 

 ・民間と連携した合同相談会を実施して流通・利活用を促進 
 

 リフォームや除却を支援 

 ・移住施策等と連携し、空き家のリフォーム等、有効活用を図る取り組みを支援 

 ・空き家を除却し、居住環境改善を図る取り組みを支援 
 

 重点地域における対策を推進 

 ・空き家率や災害等における影響等、重点的に取り組む地域を検討し対策を推進 

 

                 

             

意見提出期間 令和３年１２月２２日（水） ～ 令和４年１月２１日（金） 

備  考  

 
担当：住宅政策課 空き家対策係 

課長 大岡 係長 緑川 

電話 024-573-2751（直通） 

ポイント① 

ポイント② 

ポイント③ 

【空き家数・空き家率の推移】 


